
 
 
 

機構は人事評価の処遇への反映について提案！ 
 独立行政法人通則法（第63条 第1項）には「職員の給与は、その職員の勤務成績

が考慮されるものでなければならない。」とあり、そのための人事評価制度の導入が

必要となります。そのため、全ての独立行政法人で新しい人事評価制度の導入が行わ

れています。原子力機構でも新しい人事評価制度の提案がされ、多くの問題について

協議を行ってきました。来年度は現在の中期計画の最終年度であり、機構は人事評価

制度を本格実施した実績を問われることになります。 
 今までの原研労の努力により、人事評価結果の処遇への反映では、標準未満の処遇

については絶対評価基準で行うことになり、旧サイクル機構で行われてきたような、

無理に成績の悪い人を作るようなやり方が導入されることはなくなりました。機構も

人事評価は人材育成のために行うと言っており、長期療養などを理由に悪い評価をつ

けられるということもありません。また、処遇に関しても大きな差をつけることがな

いように求めてきました。そもそも通則法には、人事評価制度のやり方や、処遇への

反映の仕方などについて細かい規則など示されておらず、その方法は各法人に任され

ており、その結果、法人ごとに全く異なるものとなっています。誰が見てもがんばっ

ている人だけ高く評価するのならば、理解が得られるかもしれませんが、むやみに処

遇へ大きな差をつけることは、職場内の雰囲気を悪くし、最終的には全体の士気が低

下することになりかねません。このような考え方で協議を進めてきた結果、機構から

右に示すような提案がされました。この提案では、導入当初においては経過措置を設

け、処遇への反映の割合や分布を抑えた形で行うようになっています。現状では、不

服申立て（この制度についても原研労との協議で一定の改善がなされましたが、）期

間が短く、処遇への反映に対しては申立てができないものとなっています。このよう

な問題については、機構と今後も継続して協議していくこととなっています。上でも

述べましたように、新人事評価制度の導入は、通則法で謳われており、避けることが

出来ません。 
 原研労として、今回提案された評価結果の処遇への反映についての内容を、受け入

れるかどうか決めていく必要があります。経過措置の期間が提示されていないため、

いつまでにするかは、今後の重要な協議事項といえますが、原研労が要求してきた、

処遇への反映が小さくなったことなどは、評価できる内容であると考えます。 
みなさんのご意見を、ぜひ中執にお寄せ下さい。 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原研労組に加入し、労働条件の改善と働きがいある職場を、ともにめざしましょう。  URL http://wing.zero.ad.jp/genkenrouso/  E-mail genkenrouso@muse.ocn.ne.jp  （ 内線Tel. 81-5413, 81-5414 ） 
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後期支部執行委員決定（任期：2009/1/1～2009/6/30） 

大洗支部 
尾上 龍次 委員長 原子炉分会 

小林 正一 書記長 ＨＴＴＲ分会 

川上 政子 会計 情報システム管理室 

高崎支部 
斎藤 勇一 委員長 放射線高度利用施設部  ビーム技術開発課  

山田 圭介 副委員長 放射線高度利用施設部  イオン加速器管理課  

鳴海 一雅 書記長 先端基礎研究センター  極限環境場物質探索グループ  

那珂支部 
笹島 唯之 委員長 核融合研究開発部門  JT-60本体開発Gr 

岡野 潤 書記長 核融合研究開発部門  JT-60電源・制御開発Gr 

 
2009年春闘に向けた賃金・諸要求アンケートから 

昨年、組合員の皆様にご協力頂き、2009 年春闘に向けた賃金・諸要求アンケート

を実施致しました。その集計結果を右に示します。また、これから、皆様から頂きま

したご意見を、少しずつ紹介させて頂きます。ご協力頂いた皆様、どうもありがとう

ございました。 

【統合に関する意見】 

(１) 旧原研は少人数の研究開発が主体であり、旧サイクルはプロジェクト研究開発が主体であり、

それぞれ考え方が異なる。それにもかかわらず一つ（旧サイクル系に合わせた）の業務ルール

や安全対策で推し進めることに無理がある。基本理念の下、家風の違いを認めてそれぞれに合

ったやりやすい方法をつくり、業務・運営を行うべきではないだろうか。また、組織が大きく

なりすぎているため、責任の所在が明確でなくなっており融通が利かないし、小回りが利かな

い。そのため、業務が行いやすいようにシステムの修正すら出来ていない。さらに人事権を各

部署の裁量に任せてしまったため、管理職上部が独裁的な絶対権限を握ることとなり「イエス

マン」であることを強要される。このような組織に未来はあるのでしょうか。 

(２) 統合により、職員が少なくなり、何でも業者まかせになってきた。実務を分かっていない職

員が増えてきた。夜間・休日に何かトラブルがあった時に、対応できない。 

(３) 一時金支給式に於いて、常勤職員と職員との間に格差が生じた。統合前までは一本化であっ

た式が、プラスαで 6 万円もの差があるのは大きい。わざわざ 10 人しかいないのに、別に

しなくても良いものを。意味がわからない。そもそも、給与テーブル自体が違うし、そこで既

に充分な格差があるにもかかわらず、ダブル格差でショックです。なんとかしてほしいです。

元に戻してください。 

(４) サイクルは資本会社みたいだが旧原研は研究所だという認識がなくなってきている。研究者

は研究に没頭できる土台がなくなりつつあると感じている。 

＜次号につづく＞ 
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